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■１．はじめに 

（１）老後の生活設計の重要性 

２０２４年７月に厚生労働省より公表された「国民年金及び厚生年金保険に

係る財政の現況及び見通し令和６（2024）年財政検証結果」によると、公的年

金の現在の所得代替率は６１．２％ですが、マクロ経済スライド調整等により

徐々に下がっていくことは間違いありません。また、今後の経済状況等によっ

ては大きく下がる可能性もあります。 

一方で老後の生活費として２，０００万円が必要になる（物価上昇によって

は倍近くになる）という試算もあります。これは公的年金のみで生活する場合

の不足額ですので、現役時代からライフプランを検討するときには、まずは公

的年金について知っておくことが重要になります。 

そして、公的年金を理解した上で、生活に困らない老後を迎えるためには、

若いうちから無理のない範囲で自助努力をしておくことが老後を生き抜くため

の最善策になると思われます。 

そこで、今回は老齢年金の基礎知識を中心に自助努力のための方法をいくつ

か紹介していきます。 

（２）モデル年金について 

国が公表している「モデル年金」について少しご説明します。老後の受給で

きる公的年金額は夫婦で月額約２３万円となっていて、少なすぎると言う方も

いますが、年金の世界ではこの金額でも多い方だと思われます。また、この金

額が老後に受給できる平均的な年金額だと思われている方も多くいらっしゃい

ますが、実際にこの金額はかなり多い方になります。 

具体的には、夫が平均的収入（平均標準報酬［賞与含む月額換算］４３．９

万円）で４０年間就業して厚生年金に加入し、妻がその期間すべて専業主婦で

国民年金に加入した世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準になります。 

現在は夫の給与水準もそうですが、妻も共働きで厚生年金に加入している世

帯が増えていて「モデル年金」の条件とは合わない方も多く、受給金額も変わ

ってきますので、あくまでも「モデル年金」は参考程度に意識していただき、
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誰もが夫婦で月額２３万円がもらえるとは思われない方がよいでしょう。 

では、自分の年金は将来いくら受給できるのかが気になる所ですが、毎年誕

生月に送られてくる「ねんきん定期便」でおよその見当がつきます。よって、

「ねんきん定期便」の見方を理解することが老後のライフプランを考える上で

の出発点になります。 

（３）現状の分析（「ねんきん定期便」で確認しましょう） 

公的年金の加入者には毎年誕生月に「ねんきん定期便」が送られてきます。

「ねんきん定期便」には加入期間（厚生年金・公務員年金・国民年金のそれぞ

れの合計）や将来受給できる年金見込額等が記載されています。 

重要なのは年金見込額で、これが老後に終身受給できる年金額になります。

多くの方が「これしかもらえないの？」とおっしゃるのですが、それが現実で

す。「これしかもらえないの？」と思うことが重要で、そう思えば何とかしない

といけない、というきっかけになります。そうすれば、「自助努力の必要性がわ

かってくるのではないでしょうか。 

なお、「ねんきん定期便」の年金見込額の見方としては、５０歳未満の場合は

「ねんきん定期便」作成時点の年金加入歴での見込額になりますから、今後加

入期間が増えていけば受給額も増えていきます。 

５０歳以上の場合は現在の加入が６０歳まで続いた場合の見込額になりま

す。また、６０歳以降の加入が続けば受給額も増えていきます。 

まずは公的年金があって、これを補うのが私的年金になりますから、ご自身

の公的年金受給額の確認は重要です。 

■２．老齢年金の基礎知識 

公的年金は２階建ての制度になっていて、１階部分は２０歳以上の全国民が

加入する国民年金（基礎年金）、２階部分が厚生年金、さらに３階部分に相当す

る企業年金等があります。 

また、国民年金は３つの種別に分かれていて、第１号被保険者、第２号被保

険者、第３号被保険者に区分されます。 

第１号被保険者とは、自営業者等や厚生年金に加入をしていない２０歳～５

９歳の人になり、自分で保険料を納めます。令和６年度の国民年金保険料は、

月額１６，９８０円になります。 

第２号被保険者とは、会社員や公務員等の厚生年金の加入者を指します。給

与から徴収される厚生年金保険料（給与の９．１５％が天引きされ、さらに同

額を事業主が負担する）に国民年金分も含まれています。 

第３号被保険者とは、厚生年金加入者の被扶養配偶者を指します。被扶養配

偶者とは、年収が１３０万円未満の２０～５９歳の人になります。自分で保険

料は納めませんが、納めたものとして取り扱います。一般には、「サラリーマン
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の妻」と言われています。 

 

☆年金制度の概略図 

３階部分  企業年金（DB・DC 等）・iDeCo  

２階部分 国民年金基金・iDeCo 厚生年金 iDeCo 

１階部分 国民年金（基礎年金） 国民年金（基礎年金） 国民年金（基礎年金） 

       １号被保険者       第２号被保険者   第３号被保険者 

       （自営業者等）     （厚生年金加入者） （厚生年金加入者の被扶

養配偶者） 

（注）太枠部分が公的年金で強制加入となり、他は会社・自身によって、加入状況が

異なります。 

■３．老齢年金の受給額 

公的年金の最大の特徴は終身（亡くなるまで）受給できることです。民間会社

の個人年金では１０年等の確定年金が主流ですから、大きな老後のセーフティネ

ットになります。ただ、公的年金のみで老後の生活を成り立たせるのも厳しい時

代になっていますので、プラスアルファの対策が必要でしょう。 

 では、老齢年金はいくら受給できるのかは加入状況や給与額により異なります。

目安としては、国民年金に４０年加入した場合には基礎年金が月額６．８万円、厚

生年金に４０年加入した場合には平均給与により異なりますが、男性の場合では基

礎年金が月額６．８万円、厚生年金が月額約８～１５万円になるというところでし

ょうか。 

自分の年金額については、前掲した「ねんきん定期便」で確認するのが肝要で

すが、さらには日本年金機構の「ねんきんネット」を利用すれば、将来の色々な

シミュレーションもできますので、是非ご活用ください。 

■４．老後の資金準備のポイント 

公的年金のおよその受給額が把握できれば、想像される老後の生活費から公的

年金額を引いた金額が不足額になります。何歳まで生きるかはわかりませんが、

この想定される不足額を自助努力で用意することになります。おおまかには９０

歳までをメドにすればよいでしょうか。 

準備は早ければ早い方がよく、若いうちから少額ずつでも始めましょう。老後

までの期間が長ければ少ない金額でも積み立てていけば大きな金額になるだけで

なく、長期運用という効果もあります。高齢になってからだと、運用期間も短く

なり、それなりの金額を用意しないといけなくなります。若いうちから老後のこ
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とはピンと来ないのも事実でしょうが、準備期間の差が将来を大きく左右しま

す。 

（１）iDeCo（イデコ）・NISA（ニーサ）などの活用 

企業年金については、勤めている会社により加入状況が異なります。ただ

し、企業年金に加入しているか、加入していないかでは、当然老後の受給額に

差が生じるので、わからない場合は早めに確認をしましょう。主な企業年金は

確定給付企業年金（DB）と企業型確定拠出年金(DC)があります。 

① iDeCo（イデコ）を活用 

iDeCoと言われる個人型確定拠出年金は、ご自身で投資信託等の商品を購

入して運用するのですが、公的年金に加入していれば６５歳未満でしたらご

自身で加入することができます。公的年金の加入状況によって掛金の限度額

は異なるものの、最大のメリットは全額が所得控除（小規模企業共済掛金控

除）になるので、節税効果があります。また、運用益については非課税で、

受給する際には公的年金等控除の対象になります。デメリットとしては、原

則６０歳になるまで引き出せないことですが、老後の資金が目的ですので問

題はないでしょう。ですから、会社員であれば、まずは税法上優遇された

iDecoに加入することを検討しましょう。 

また、第１号被保険者（自営業等）であれば国民年金基金に加入する方法

もあります。こちらも全額が所得控除（社会保険料控除）になり、受給する

際には公的年金等控除の対象になります。 

② NISA（ニーサ）を活用 

NISA制度とは、少額非課税貯蓄制度のことで年金とは違いますが、老後資

金の準備方法としても税法上優遇されていますので、利用価値は高いかと思

われます。 

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却し

て得た利益や受け取った配当に対して約２０%の税金がかかりますが、NISA

は証券会社や金融機関等で「NISA口座（非課税口座）」を開設し、その口座

内で毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が

非課税になる制度です。 

なお、令和５年度税制改正の大綱において、２０２４年以降の NISA制度の

抜本的拡充・恒久化の方針が示され、現在では最大１，８００万円が非課税

保有限度額になっています。 

メリットとしては、いつでも自由に引き出せる、加入中及び受給する場合

も非課税になる、口座管理手数料がかからない等になります。デメリットと

しては、所得控除にならない等です。 

＜2024年からの NISA＞ 
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出典：金融庁 HP「はじめてみよう！NISA早わかりガイドブック」より 

③ iDecoと NISAのどちらがよいのか 

基本的には、iDeCoは老後の資産形成が目的で、NISAは生活資金のための

資産形成が目的になると思われます。 

民間会社の個人年金等もそうですが、いずれも始めるならば早いうちから

始めた方が有利です。運用期間を長くでき、無理なく少額からでも資産形成

ができます。 

例えば５０歳代以降の方はどうかと考えてみると、老後の資金に重きを置

くのであれば、iDeCoよりも NISAがよいかもしれません。これからの加入で

きる期間等を考慮すると iDeCoでは掛金の制限があり、NISAの枠の方が大き

いので、多くの資金を貯めることができるからです。 

一方、節税効果に重きを置くのであれば、NISAよりも iDeCoの方がよいで

しょう。理由は、５０歳代になると給与が多くなる傾向があり、節税効果も

大きくなるからです。 

よって、一概にどちらがよいと断定するのは難しく、若い人も含めて各人

の状況（住宅資金や教育資金、老後資金等の用途による）によって変わって

きます。両方を利用してみて、ご自身に合う方にシフトしていく、というの

も１つの方法です。 

いずれにしても、国が推奨している有利な制度ですので、上手に活用して

ほしいと思います。 
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（２）民間保険の活用 

さらに、老後の資金を準備する方法としては、生命保険会社等の個人年金等

があります。より豊かな老後を目標とする、または公的年金だけでは足りない

のであれば、利用する価値は大いにあるでしょう。 

生命保険会社等の個人年金等には、多くの種類がありますのでライフプラン

に合わせた設計ができますが、主流は１０年間受給できる確定年金です。 

生命保険会社等の個人年金等の利用方法として、つなぎ年金として利用する

場合も考えられます。つなぎ年金とは、公的年金が支給されるまでの間を繋ぐ

年金という意味です。例えば６５歳～７０歳の間受給できる商品に加入して生

活を設計し、そして、公的年金は繰下げ受給（７０歳で受給開始する）する

と、公的年金は１年受給を遅らせるごとに８．４％増額された年金が終身受給

できるので、６５歳で公的年金を受給開始するよりも４２％多く受給できるこ

とになります。 

最近では、特定の会社ではなく、色々な会社の保険商品を比較して案内して

くれる所もありますので、利用してみるのもよいでしょう。 
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